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投資信託自動継続（累積）投資約款・新旧対照表 

（下線が改定部分） 

新 旧 

第１条～第 5条 略 

 

第６条（果実等の再投資） 

(1) 前条の保管に係る選定投資信託受益権等の

果実は、お客様に代わって当社が受領のうえ、お客様

の証券総合取引口座又はその他の取引口座に繰り入

れ、その全額をもって決算日の基準価額により当該選

定投資信託受益権等を買い付けます。なお、この場合

の買付手数料は無料とします。 

 

(2) 前項にかかわらず、当社所定の手続きを行っ

た場合、果実の再投資を停止し、お客様の証券総合取

引口座又はその他取引口座に繰り入れることができる

ものとします。 

 

 

第７条～第９条 略 

 

 

（2021年 11月 22日） 

 

第１条～第 5条 略 

 

第６条（果実等の再投資） 

前条の保管に係る選定投資信託受益権等の果実は、

お客様に代わって当社が受領のうえ、お客様の証券総

合取引口座又はその他の取引口座に繰り入れ、その全

額をもって決算日の基準価額により当該選定投資信託

受益権等を買い付けます。なお、この場合の買付手数

料は無料とします 

 

新設 

 

 

 

 

 

第７条～第９条 略 

 

 

（2021年 11月 1日） 

 


